
















「かながわ」が主役、「住民」が主役。
県を廃止、行政を大胆にスリム化。

　

7年後に地域主権型道州制の導入。

神奈川県を中核とした「南関東州」の実現ための環境整備。

生活必需品は消費税0％！

　道州制では、消費税は基礎自治体の財源とします。
食料品、医薬品、教育関連用品、子どもの衣料品などは消費税の対象外とし、庶民
生活の安定と内需の拡大を両立させます。

　明治政府以来、中央集権制度が長く定着し、身分制度と相まってか、国民は「長
いものには巻かれる」ことに慣れてしまいました。地域の自治体や市民の自由を
認めない制度が続く限り、日本は民主国家足り得ません。
　国が国民・県民を操る暇を与えないシステムこそ、基礎自治体が主権を保持出
来る体制です。因みに日本の民主度は世界第22位です。　
　7年後には道州制に移行させ、権限・人間・財源の三ゲンを徹底的に地方に委譲
します。県を廃止し、市町は全て政令市規模に統廃合して「基礎自治体」としま
す。
　●主権は基礎自治体に有る事を明白にするため、財源は国2・州3・基礎自治体5
　　と、基礎自治体の裁量権を大幅に増やします。
　●政令市（横浜、川崎、相模原）に県並みの権限を移譲することにより、2重行政
　  を撤廃します。
　●国の地方出先機関を県・政令市に完全移譲した上で、住民目線、民間経営感
　　覚による大胆かつ徹底的な経営改善を図ります。
　その結果、権限委譲された事務事業の均一化と平等を確保し、居住地による不
公平と格差を解消させることが出来ます。
　大型公共施設や嫌忌施設を統廃合して良好な住環境を確保し、且つ経常経費
を削減させます。

『脱官僚・地域主権・生活重視』

税率は州で独自に決める。

道州制の導入
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